
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 4章 安心安全都市をめざして 
 

第 1節 市民の安心 

第 2節 市民の安全 
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1．相 談 

■施策の体系 
相 談 (1) 市民相談を通じた安心な暮らし ① 市民相談事業の充実 

 

■主な現行事業 
●市民相談事業  
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2．消費生活 

■施策の体系 
消費生活 (1) 消費者意識の普及・啓発 ① 消費者学習の充実 

  ② 消費者組織の育成 

  ③ 消費生活情報の提供 

 (2) 消費者利益の保護 ① 相談の苦情処理対策の充実 

  ② 消費者ニーズの反映 

 

■主な現行事業 
●消費者教室開催事業 

●消費生活情報提供等事業 

●消費者団体育成事業 

●消費生活相談事業 
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1．防 災 

■施策の体系 
防 災 (1) 災害予防体制の充実 ① 地域防災計画の確立 

  ② 防災体制の強化 

  ③ 防災意識の普及・啓発 

  ④ 自主防災体制の強化 

  

(2) 災害応急対策の充実 

⑤ 防災訓練の実施 

① 情報連絡体制の強化－(a) 

  ② 応急物資等の確保－(b) 

  ③ 応急・復旧体制の確立 

  ④ 協力団体との連携強化 

⑤ 避難環境の整備 

 (3) 都市防災対策の推進 ① 都市防災構造の強化－(c) 

  ② 河川の改修－(d),(e) 

  ③ 急傾斜地の対策－(f) 

 

■計画事業 

事業名 事業概要 
年度計画 

２年度 

（a）防災行政用無線（固

定系）デジタル化再

整備事業    

防災行政用無線（固定系）をデジタル化する。 

工事 

（b）災害用物資備蓄事

業 

発災から３日間における被災者等の生命維持に最低限必要な物資

を計画的に備蓄する。 
備蓄 

（c）地域排水整備事業 集中豪雨等による災害の危険性を減らすため、地域排水及び道路

排水施設等の雨水排水施設の整備・改修を行う。 
調査 
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事業名 事業概要 
年度計画 

２年度 

（d）準用河川高野川改

修事業 

 

 

降雨により災害が頻繁に発生している準用河川高野川を改修し、被

害の軽減を図る。 

延長 L=１，８９０m 

流域面積 A=６．８６㎢ 

検討 

（e）勝田川改修事業 

 

勝田川の溢水対策として、千葉市、四街道市、八千代市、佐倉市の

４市で構成する勝田川改修協議会により河川改修等を行う。千葉市

が事業主体となり、本市はその費用の一部を負担する。 

延長 L=３，５３０m 

流域面積 A=１９．９㎢ 

負担金 

（f）急傾斜地崩壊対策事

業 

 

（県事業） 

急傾斜地の崩壊による災害を防止するため、崩壊対策施設の整備

を推進する。本市は千葉県が事業主体となるものについて、その費

用の一部を負担する。 

検討 

（市事業） 

急傾斜地の崩壊による災害を防止するため、崩壊対策施設の整備

及び維持補修を行う。 

工事 

 

■主な現行事業 
●地域防災計画修正事業 

●防災意識の普及・啓発事業 

●防災マップ等作成事業 

●自主防災組織創設・育成事業 

●避難誘導体制整備事業 

●総合防災訓練事業 

●気象情報業務事業 

●災害時協力井戸登録制度事業 

●防災倉庫等整備事業 

●災害時協力協定事業 
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2．消 防 

■施策の体系 
消 防 (1) 火災予防の推進 ① 防火意識の普及・啓発 

  ② 協力団体の育成 

  ③ 予防指導の強化 

 (2) 消防体制の充実 ① 消防拠点の整備 

  ② 消防車両等の整備－(a) 

  ③ 通信体制の整備－(b) 

  ④ 消防水利の確保－(c) 

  ⑤ 消防団の活性化 

 (3) 救急・救助体制の充実 ① 救急・救助体制の整備 

  ② 救急・救助資機材の整備 

  ③ 医療機関との連携強化 

 

■計画事業 

事業名 事業概要 
年度計画 

２年度 

（a）消防車両等整備事

業 

複雑多様化する災害に対応するため、消防車両等を更新する。 
更新 

（b）消防指令業務共同

運用整備事業 

令和２年度からの「ちば北西部消防指令センター」の共同運用に向

け、共同指令センターの整備、システムの構築、運用方法等を協議

する。 

運用開始 

（c）消防水利整備事業 大規模地震等における延焼火災に対応するため、消防水利整備要

領及び防火水槽整備計画に基づき、漏水等の修繕及び耐震性防火

水槽（４０㎥級・１００㎥級）の整備を行う。 

検討 
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■主な現行事業 
●火災予防広報事業 

●住宅防火対策推進事業 

●防災協会育成事業 

●幼年消防クラブ育成事業 

●防火対象物等立入検査指導強化事業 

●位置情報通知システム運営管理事業 

●消防団運営管理事業 

●消防指令業務共同運用整備事業 

●総務管理事業 

●救急・救助管理事業 

●救助活動事業 

●児童・生徒の防火・救命体験促進事業 
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3．防 犯 

■施策の体系 
防 犯 (1) 防犯活動の推進 ① 防犯意識の高揚及び知識の普及・啓発 

  ② 防犯体制の充実 

 (2) 防犯施設の整備 ① 防犯灯の整備・充実－(a) 

  ② 防犯カメラの整備・充実－(b) 

 

■計画事業 

事業名 事業概要 
年度計画 

２年度 

（a）防犯灯設置事業 夜間の犯罪防止及び不特定多数の人が通行する生活道路の安全を

確保するため、防犯灯未整備地域に防犯灯を設置する。 
設置 

（b）防犯カメラ設置事業 犯罪防止及び早期の犯人検挙を目的として防犯カメラを設置する。 
設置 

 

■主な現行事業 
●自主防犯組織支援事業 ●防犯情報提供事業 
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4．交通安全 

■施策の体系 
交通安全 (1) 交通安全活動の推進 ① 交通安全意識の普及・啓発 

  ② 交通安全活動・教育の推進 

 (2) 道路交通環境の整備 ① 交通安全施設の整備 

－(a)，(b)，(c)，(d) 

  ② 交通規制の促進 

  ③ 駐車場等の整備－(e) 

  ④ 放置自転車対策の推進 

 

■計画事業 

事業名 事業概要 
年度計画 

２年度 

（a）交通安全施設整備

事業 

交通事故のない安全な市民生活を確保するため、街路灯、防護柵、

区画線、反射鏡等の交通安全施設の整備と維持管理を図るととも

に、快適なアクセスを充実させるため、バリアフリー等を考慮して歩

行支援施設を整備する。 

工事 

（b）通学路整備事業 

 

児童・生徒の通学時の安全確保のため、通学路を整備する。 

場所：大和田新田３０２号線 
工事 

（c）道路照明施設ＬＥＤ

化事業 

良好な道路照明施設の維持管理等のため、市内道路照明施設のＬ

ＥＤ化を行う。 
実施 

（d）自転車ネットワーク

整備事業 

自転車及び歩行者の安全通行のため、駅や公共施設等を拠点とし

た主要路線の自転車通行帯を整備する。 

工事 

実施設計 

（e）放置自転車等対策

事業 

老朽化した自転車駐車場の改修等の対策を図る。 

 
検討 
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■主な現行事業 
●交通安全教育・啓発事業 ●市営自転車駐車場管理運営事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


